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１１３．０１  

 

予納制度  

 

 

１．予納制度の概要  

特許料等（→１００．０２「３．」）又は手数料（以下「手数料等」という。）

について導入された予納制度は、複数の手続について納付すべき手数料等をあ

らかじめ現金をもってまとめて特許庁に納めておき、個々の手続に際し、所要

の手数料等の納付の申出をすることにより予納者にかかる予納額の範囲内にお

いて、当該手数料等が納付されたものとみなす制度である (特例法１４条、１５

条 )。  

なお、この予納制度は、口座振替納付制度（→１１５．０１）とは異なり、

電子情報処理組織を使用して手続を行う場合以外に、書面の提出により手続を

行う場合においても利用することができる（特例施規３８条の２第１項ただし

書に規定する手続を除く。）。  

２．予納の対象  

予納の対象となるものは、特許料等又は以下に掲げる特定手続において納付

すべき手数料である（特例施規３８条の２第１項）。  

ａ．特許出願（先願参照出願を除く。）  

ｂ．実用新案登録出願  

ｃ．意匠登録出願  

ｄ．商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続

期間の更新登録出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録

の出願  

ｅ．国際出願、国際予備審査の請求等  

ｆ．意匠を秘密にすることの請求  

ｇ．出願人名義変更の届出  

ｈ．出願審査の請求  

ｉ．実用新案技術評価の請求  

ｊ．拒絶査定等に対する審判の請求  

ｋ．国内書面の提出  

ｌ．期間の延長の請求又は期日の変更の請求  

ｍ．商標権の存続期間の更新登録の申請  

ｎ．誤訳の訂正を目的とする補正、手数料の補正又は請求項若しくは区分の

数を増加する補正  

ｏ．ファイルに記録されている事項の証明の請求  

ｐ．ファイルの記録事項の記載書類の交付の請求  

ｑ．ファイルに記録されている事項の閲覧の請求（電子情報処理組織を使用

する場合に限る（特許庁の使用に係るものを除く。）。）  
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ｒ．登録事項の証明の請求  

ｓ．登録事項記載書類の交付の請求  

ｔ．登録事項の閲覧の請求（電子情報処理組織を使用する場合に限る（特許

庁の使用に係るものを除く。）。）  

以下に掲げる特定手続において納付すべき手数料等は、電子情報処理組織を

使用する場合に限り、予納を利用することができる（ただし、イ．については、

書面の提出により手続を行う場合においても利用することができる）。  

ア．先願参照出願（１）  

イ． 国際出願その他国際出願等に係る手続（手数料を納付するものに限る。）

（３）  

ウ．審判、再審又は判定の請求（拒絶査定等に対する審判の請求を除く。）

（４）  

エ．訂正の請求（５）  

オ．特許異議申立て又は登録異議の申立て（６）  

カ．審判又は再審への参加の申請（７）  

キ．特許異議申立て又は登録異議申立てについての審理への参加の申請（８） 

ク．審判、再審、判定、特許異議申立て及び登録異議の申立てに係る手続に

ついてする期間の延長又は期日の変更の請求（９、１０）  

ケ．審判、再審、判定、異議申立て及び登録異議の申立てに係る手続につい

てする補正による手数料の納付（１１、１２）  

コ．特許権の存続期間の延長登録の出願、改正前特許法第１０９条による特

許料の減免の申請、特許料免除の申請書の提出、特許証等の再交付の請求、

特許権等に係る回復理由書の提出、特許料の返還の請求、実用新案登録に

係る訂正書の提出及び実用新案登録料の返還の請求に関してする期間の延

長の請求（１５）  

サ．先願参照出願等の補正（１７）  

シ．先願参照出願における明細書及び必要な図面の提出（２４）  

ス．特許権の存続期間の延長登録の出願（３２、３３）  

セ．国際出願に対する決定をすべき旨の申出（３９）  

ソ．証明等の請求（４０、４１）  

タ．国際登録出願（意匠）（４６）  

チ．国際登録出願の補正（意匠）（４７）  

ツ．国際意匠登録出願に係る期間の延長の請求（５１）  

テ．国際登録出願（商標）（５６）  

ト．事後指定（５７）  

ナ．国際登録の存続期間の更新の申請（商標）（５８）  

ニ．国際登録の名義人の変更の記録の請求（商標）（５９）  

ヌ．国際登録出願等に係る補正（商標）（６０）  

ネ．国際商標登録出願に係る期間の延長の請求（６２）  

ノ．ファイル記録事項の交付の請求（６３）  
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ハ．裁定請求書の提出（８５）  

ヒ．裁定取消請求書の提出（８６）  

フ．特許証等の再交付の請求（８９）  

ヘ．特許権等に係る回復理由書の提出（９０）  

ホ．実用新案登録に係る訂正書の提出（９２）  

マ．防護登録標章出願に基づく権利の存続期間の更新登録の出願、書換登録

の申請に係る回復理由書の提出（１００）  

ミ．商標権の分割の登録の申請（１１５）  

（括弧内の数字は特例施規別表１の２の項を表す）  

３．予納額の予納  

（１）予納台帳番号の取得  

識別番号の付与を請求し（現金手続省令２条１項）、あらかじめ特許庁長官

に予納届を提出する（特例法１４条１項、特例施規様式第３４）。  

（２）予納の方法  

ア．現金納付の場合  

納付書交付請求書を提出し、納付書の交付を請求する（現金手続省令４条）。 

納付書により日本銀行の歳入代理店等において現金を納付し（現金手続省

令５条１項）、予納書に必要事項を記載し、納付済証（特許庁提出用）を貼付

して提出する（特例法１４条２項、特例施規３８条、様式第３５）。  

イ．電子現金納付の場合  

納付者のカナ氏名及び電子現金納付専用パスワードを電子計算機から入力

し、その登録を特許庁に対して行う。電子情報処理組織から納付番号の取得

をし、日本銀行の歳入代理店等において現金を納付し、電子情報処理組織ま

たは書面で納付番号を記載した予納書を提出する（特例施規４１条の９第２

項で準用する同規則４１条の９第１項）。  

（３）予納届の取下げ（→１１３．１２）  

４．予納額からの納付及び予納額への加算の申出等  

（１）予納額からの納付  

特許庁長官は、予納者が、手数料等の納付に際し予納額からの納付の申出

をした場合、当該予納者の予納額の範囲内において手数料等の額を控除し、

当該手数料等が納付されたものとみなす（特例法１５条１項本文）。ただし、

当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、当該手数料等の納付がさ

れたものとみなすことができない（特例法１５条１項ただし書）。  

（２）予納額からの納付の申出の方法（特例施規４０条１項、２項、７項１号）  

予納額からの納付の申出は、特許料納付書、願書等手続に係る書面の所定

の欄に、予納台帳番号、納付しようとする手数料等の額を記載することによ

り行う。  

特例法施行規則第１３条第２項の方法により申出をする場合は、同項に規

定する入力情報として識別番号に加えて、上記事項を電子計算機から入力し

なければならない。  
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（３）予納額への加算  

特許庁長官は、申出者が、特許等関係法令の規定による当該手数料等の返

還の請求に際し予納額へ返還すべき額に相当する金額を加算する旨の申出を

した場合、当該申出者が予納した予納額に、返還すべき額に相当する金額を

加算することにより、返還に代えるものとする（特例法１５条２項）。  

（４）予納額への加算の申出の方法  

予納額への加算の申出は、既納特許料返還請求書、出願審査請求料返還請

求書等手続に係る書面の所定の欄に、予納額への加算を求める旨、返還請求

に係る手数料等の納付に使用した予納台帳番号、返還を請求する手数料等の

額を記載することにより行う（特例施規４０条３項）。  

ただし、過誤納による手数料等や不適法な手続として却下処分となった手

続に係る手数料等（０７．１５「１．（１）及び（３）から（７）」に掲げる

手数料等に限る。）については、手続をする者の便宜の向上及び事務効率の向

上等の観点から、申出者の予納額に、返還すべき額に相当する金額を加算す

ることとし、申出者は返還の請求に係る書面の提出を要しない。  

５．委任による予納額からの納付又は予納額への加算の申出  

予納者は、委任による代理人によりその予納者の予納額からの納付の申出又

は予納額へ返還すべき額に相当する金額を加算する旨の申出をする場合にあっ

ては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を代理人届により届け出るものとす

る（特例施規４１条１項、様式第３７）。  

なお、当該代理人は、当該予納者のした予納の届出がその効力を失った後は、

その予納額からの納付の申出又はその予納額への加算の申出をすることはでき

ない（特例法１５条１項ただし書）。  

６．代理人による予納額の予納及び予納額からの納付等  

予納制度においては、代理人は予納届を代理人自身が特許庁長官に届け出た

上、手続をする者本人に代わって将来予測される委任事務の処理のために自己

の名において予納することができる（特例法１６条）。  

この場合、自己の名において予納額から手数料等の納付の申出をしたとき、

又はその予納額に手数料等の返還すべき額に相当する金額を加算する旨の申出

をしたときは、手続をする者本人が手数料等を納付したとき、又は手数料等の

返還を受けたときと同じ効果が発生する。  

ここでの手続をする者本人と代理人との関係は、代理人が現金で納付し、手

続に係る書面に納付済証を貼付して手続を行う場合と同様に、民法の委任契約

の規定が適用され、代理人は民法の規定に基づき、予納をする際必要となる費

用の前払を手続をする者本人に対し請求し（民法６４９条）、又は立て替えた

費用の償還を請求する（民法６５０条１項）ことができる。また、同様に、代

理人は返還を受けた金銭を手続をする者本人に引き渡さなければならない（民

法６４６条１項）。  

 

（改訂令和６・１）  


